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令和８年５月19日

橋 本 警 察 署

外国人従業員向け自転車講習会の実施について

１ 実施日時

令和８年５月31日（日）午前10時から午前11時までの間

２ 実施場所

和歌山県橋本市隅田町真土39番地

小川工業株式会社 本社工場

３ 受講者

小川工業株式会社の外国人従業員及び近隣企業の外国人従業員 約30人

４ 講習内容

本講習会は橋本警察署と小川工業株式会社が共催するものです。

外国人従業員に対し、前記工場の食堂において交通ルールや自転車の安全な乗り方に

関する講義を行い、その後、前記工場の中庭において自転車の正しい運転方法に関する

実技指導を行います。

なお、本講習会は日本語で進行し、ベトナム語通訳が付きます。

雨天時は、実技指導を中止する場合があります。

５ その他

⑴ 現地での報道対応は、橋本警察署交通課員が行います。

⑵ 上記講習会への取材を希望される方は、令和８年５月29日（金）の午後３時までに

橋本警察署まで御連絡ください。

⑶ お車で来場する際は、小川工業株式会社の駐車場を御利用ください。

⑷ 取材をされる方は、開始10分前までにお集まりください。


